
違反者：３年以下の懲役または５０万円以下の罰金
自転車の提供者： ３年以下の懲役または５０万円以
下の罰金

酒類の提供者・同乗者：２年以下の懲役または３０万
円以下の罰金

自転車の酒気帯び運転も
令和６年11月1日改正道路交通法の施行により

が整備されました



お酒を飲んだら

バスに乗って帰ろう! !

奈良バスなびwｅｂ https://navi.narakotsu.co.jp/
（お問合せ：奈良交通お客様サービスセンター 0742-20-3100）

京阪バスナビ

https://busnavi.keihanbus.jp/
（お問合せ：京阪バス 075-682-2310

京都京阪バス 075-981-8800）

作成：京田辺市建設部計画交通課

奈良交通ご利用の方

京阪バスご利用の方


